
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

は
じ
め
に

近
世
の
初
期
は
軍
書
の
出
板
の
盛
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。
当
時
の
書
籍
目
録
の
「
軍
書
」
の
項
目

に
は
、
軍
記
物
語
や
兵
法
書
、
歴
史
書
、
諸
家
の
系
図
な
ど
が
含
ま
れ
、
い
わ
ゆ
る
学
術
的
な
分
類

は
さ
れ
て
お
ら
ず
雑
多
な
感
も
あ
る
が
、
軍
（
い
く
さ
）
に
関
わ
る
書
物
に
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
が

伺
え
る
。
書
籍
目
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
軍
書
は
寛
文
の
無
刊
記
の
も
の
で
九
八
点
、
寛
文
十
年
の

も
の
で
一
三
二
点
、
元
禄
五
年
の
も
の
で
一
七
八
点
と
数
を
増
し
て
お
り) 1

(

、
年
々
新
し
い
本
が
出
板

さ
れ
て
広
ま
っ
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。
そ
こ
に
は
和
漢
の
古
い
作
品
と
共
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』、『
信

長
記
』、『
大
坂
物
語
』、『
北
条
五
代
記
』、『
島
原
記
』
な
ど
近
い
時
代
の
戦
乱
に
取
材
し
た
作
品
の

名
も
早
い
段
階
か
ら
登
場
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
注
釈
書
や
関
連
書
の
類
も
す
で
に
現

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
軍
を
扱
う
作
品
に
、
当
時
い
か
に
興
味
と
需
要
が
あ
っ
た
か
を
示

し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
興
盛
の
中
に
成
っ
た
作
品
は
、
後
の
時
代
の
作
品
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。

当
時
の
軍
書
の
一
群
の
、
そ
の
よ
う
な
早
い
時
期
に
成
立
し
た
こ
と
の
持
つ
意
味
や
、
作
品
と
し

て
の
位
置
づ
け
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
個
々
の
作
品
の
成
立
過
程
や
、
作

品
の
相
互
の
関
連
を
調
べ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
以
前
に
近
世
軍
記
の

『
鎌
倉
管
領
九
代
記
』
に
つ
い
て
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
が) 2

(

、
本
稿
で
は
、
同
じ
軍
書
に
分
類
さ
れ

て
い
た
作
品
で
も
性
質
の
異
な
る
『
古
老
軍
物
語
』
を
取
り
上
げ
る
。
近
世
の
初
め
頃
に
は
、
既
存

の
作
品
を
利
用
し
て
新
し
い
作
品
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
が
よ
く
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
『
古
老
軍
物
語
』
と
先
行
作
品
の
『
甲
陽
軍
鑑
』、『
北
条
五
代
記
』

の
関
連
を
解
明
し
た
い
。

一　

『
古
老
軍
物
語
』
の
性
格
と
典
拠

　

『
古
老
軍
物
語
』
は
、
菊
池
真
一
氏
が
「
武
辺
咄
集
」、「
特
定
の
人
物
・
一
族
に
偏
ら
ず
、
多
数

の
武
士
た
ち
の
合
戦
な
ど
の
生
活
体
験
を
記
述
し
た
説
話
を
、
人
物
中
心
に
集
成
し
た
も
の) 3

(

」
と
定

『
古
老
軍
物
語
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
お
よ
び
『
北
条
五
代
記
』

森＊　
　
　

暁　

子

義
し
た
中
に
含
ま
れ
る
作
品
で
、
武
士
に
関
わ
る
様
々
な
話
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
最
も
古
い
板
は

万
治
四
年
板
ま
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
初
板
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
刷
り
の
状
態
か
ら
し
て
、

開
板
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
あ
る) 4

(

。

こ
の
作
品
は
六
巻
六
冊
に
九
十
四
話
を
収
め
る
が
、
一
つ
の
話
に
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
実
質
数

話
を
収
め
る
場
合
も
多
く
、
非
常
に
話
題
が
豊
富
で
あ
る
。
最
初
に
こ
の
作
品
の
名
前
の
表
れ
る
寛

文
十
年
刊
の
書
籍
目
録
に
「
保
元
ヨ
リ
太
閤
記
迄
軍
事
ヲ
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
収
め
る

話
題
は
い
わ
ゆ
る
戦
国
時
代
の
も
の
に
限
ら
ず
幅
広
く
、
ま
た
中
国
の
話
も
み
え
る
。
そ
の
ほ
か
、

女
訓
書
と
関
わ
る
よ
う
な
武
家
の
妻
女
に
つ
い
て
の
逸
話
も
含
む) 5

(

。
そ
し
て
、
教
訓
性
が
非
常
に
強

い
の
が
大
き
な
特
徴
で
、
物
語
に
教
訓
を
長
く
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
一
つ
の
教
訓
を
述
べ
る
た
め

に
、
時
代
も
典
拠
も
異
な
る
複
数
の
物
語
を
事
例
の
よ
う
に
並
べ
た
り
と
い
っ
た
構
成
が
目
立
つ
。

そ
の
教
訓
の
内
容
や
「
町
人
は
た
の
も
し
げ
な
き
事
」
等
の
表
現
か
ら
、
も
と
も
と
は
武
士
の
心
構

え
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
作
品
と
考
え
ら
れ
る) 6

(

。

各
話
が
「
古
老
の
物
語
に
曰
く
」
と
語
り
出
さ
れ
る
、
古
老
に
よ
る
物
語
と
教
訓
と
い
う
の
が
基

本
的
な
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
中
に
は
「
あ
る
人
」
の
問
い
に
「
古
老
」
が
答
え
る
形
で
語
ら
れ

る
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
年
代
の
異
な
る
物
語
を
並
べ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
必
ず

し
も
時
代
順
で
は
な
い
も
の
の
、
全
体
を
通
し
て
み
れ
ば
最
初
は
源
平
前
後
の
古
い
時
代
の
話
が
多

く
、
後
半
に
は
近
世
前
夜
の
時
代
の
話
が
多
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
作
品
の
収
め
る
逸
話
を
調
べ
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
作
品
を
主
な
典
拠
と
し
て
い

る
と
推
定
さ
れ
る
。
管
見
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
扱
う
大
体
の
時
代
順
に
挙
げ
る
と
、『
保
元

物
語
』、『
平
治
物
語
』、『
源
平
盛
衰
記
』、『
吾
妻
鏡
』、『
太
平
記
』、『
甲
陽
軍
鑑
』、『
北
条
五
代
記
』

な
ど
と
共
通
す
る
話
題
が
多
い
。
以
下
で
は
こ
の
中
か
ら
、
近
い
時
代
に
成
立
し
た
『
甲
陽
軍
鑑
』

と
『
北
条
五
代
記
』
の
利
用
に
つ
い
て
論
ず
る
。
詳
細
な
比
較
は
い
ず
れ
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た

い
が
、
以
上
に
示
し
た
作
品
は
み
な
近
世
初
期
の
段
階
で
す
で
に
板
本
で
広
く
流
布
し
て
い
た
も

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕『
古
老
軍
物
語
』
／
『
甲
陽
軍
鑑
』
／
『
北
条
五
代
記
』
／
『
吾
妻
鏡
』
／
武
辺
咄
集

＊
平
成
一
六
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻

５―１



森　

『
古
老
軍
物
語
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
お
よ
び
『
北
条
五
代
記
』

の
で
、『
古
老
軍
物
語
』
の
大
半
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
板
本
で
入
手
可
能
で
あ
っ
た
新
旧
の
軍
書
、

中
で
も
逸
話
を
多
く
内
包
し
た
も
の
か
ら
、
広
い
時
代
の
話
題
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
に
編
集
し
て
作

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
利
用

　

甲
斐
の
武
田
家
の
周
辺
の
話
題
は
、『
古
老
軍
物
語
』
で
特
に
目
立
つ
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
の
大
部
分
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
巻
五
十
九
品
か
ら
成
る
長
大
な

『
甲
陽
軍
鑑
』
は
写
本
で
も
板
本
で
も
流
通
し
た
作
品
で
、
周
辺
の
作
品
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。
た
と
え
ば
『
北
条
五
代
記
』
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
を
か
な
り
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
ら
し
い
と
指
摘
が
あ
り) 7

(

、
鎌
倉
公
方
・
古
河
公
方
九
代
の
事
績
と
そ
の
時
代
の
戦
乱
を
描
い
た

『
鎌
倉
管
領
九
代
記
』
に
は
、
本
文
の
利
用
が
伺
わ
れ
る) 8

(

。
ま
た
、
軍
書
以
外
で
も
如
儡
子
の
『
可

笑
記
』、
浅
井
了
意
の
怪
異
小
説
『
伽
婢
子
』、『
狗
張
子
』
な
ど
、
仮
名
草
子
へ
の
影
響
も
多
く
指

摘
さ
れ
て
い
る) 9

(

。『
甲
陽
軍
鑑
』
が
最
初
に
出
板
さ
れ
た
の
は
、
無
刊
記
で
元
和
寛
永
頃
と
推
測
さ

れ
て
い
る
が
、
無
刊
記
だ
っ
た
二
種
類
の
板
本
に
そ
れ
ぞ
れ
刊
記
の
加
え
ら
れ
た
明
暦
二
年
本
・
万

治
二
年
本
あ
た
り
か
ら
一
般
に
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ)10

(

、『
古
老
軍
物
語
』
で
も
そ
の
頃
の
も

の
か
ら
内
容
を
摂
取
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
は
武
田
流
の
軍
学
書
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
兵
法
や
道
具
、
陣
中

の
儀
礼
な
ど
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
軍
学
ば
か
り
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
品
に
よ
り

話
題
が
異
な
っ
て
い
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典)11

(

』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
品
を
分
類
し
て
い
る
。

な
お
、『
古
老
軍
物
語
』
と
の
関
連
の
認
め
ら
れ
る
部
分
（
後
述
）
を
私
に
太
字
に
し
た
。

一
、
甲
州
法
度
之
次
第
。
二
、
信
繁
（
信
玄
弟
）
の
教
訓
状
。
三―

十
、
信
玄
一
代
の
事
歴
。

十
一―

十
四
、
命
期
の
巻
（
東
国
諸
将
の
論
評
）。
十
五
、
武
具
に
関
す
る
記
事
。
十
六
、
信
玄

と
家
臣
の
問
答
。
弓
矢
・
能
な
ど
諸
芸
の
解
説
。
十
七
、
信
玄
麾
下
の
将
士
一
覧
と
雑
話
。
十
八

―

三
十
九
、
信
玄
一
代
の
軍
事
・
治
政
・
言
行
。
二
十
四
以
後
、
山
本
勘
介
が
登
場
。
四
十
、
石

水
寺
物
語
。
信
玄
や
家
臣
の
逸
話
。
四
十
一―

四
十
三
、
軍
法
の
巻
。
四
十
四―

四
十
六
、
武

具
・
武
器
の
解
説
、
食
事
の
作
法
、
軍
陣
の
心
得
な
ど
。
四
十
七
・
四
十
八
、
公
事
（
訴
訟
）
の

記
録
。
下
士
・
農
民
な
ど
の
生
活
を
知
る
好
材
料
。
四
十
九
、
信
玄
の
得
た
城
郭
一
覧
。
五
十

―

五
十
七
、
勝
頼
の
一
代
記
。
五
十
八
、
勝
頼
滅
亡
後
の
処
置
。
信
長
の
死
と
関
東
の
騒
動
。

五
十
九
、
家
康
と
秀
吉
の
対
立
。「
天
の
許
す
大
将
」
と
家
康
を
称
賛
。

『
古
老
軍
物
語
』
が
、
こ
の
よ
う
に
話
題
の
異
な
る
『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
具
体
的
に
ど
こ
の
品
を

利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
以
下
の
表
１
に
示
す)12

(

。

表
１

『
古
老
軍
物
語
』

『
甲
陽
軍
鑑
』

一―

三　

「
天
下
の
政
を
琴
の
絃
に
た
と
へ
し
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

一―

五　

「
武
士
の
輩
は
礼
義
を
守
る
べ
き
事

付
梶
原
景
時
面
目
を
う
し
な
ひ
け
る
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

一―

十　

「
戦
場
に
我
得
ざ
る
兵
具
は
も
つ
ま
し
き
事
」

品
第
十
五
「
武
士
諸
道
具
之
事
」

二―

二　

「
良
将
の
器
量
の
事
付
相
馬
将
門
の
事

并
上
総
介
頼
朝
の
詞
を
感
ず
る
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

二―

五　

「
歌
道
を
心
得
た
る
武
士
は
後
代
ま
で
も

や
さ
し
く
聞
ゆ
る
事
付
忠
度
歌
の
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

五―

一
三　

「
大
内
義
隆
公
家
に
武
道
す
た
れ
て
滅
却

せ
し
事
付
唐
の
穆
宗
皇
帝
の
事
」

品
第
廿
七
「
山
本
勘
介
軍
法
国
々
例
引
事
」

五―

一
四　

「
京
鎌
倉
両
公
方
の
事

付
両
上
杉
官
領
の
事
」

品
第
十
三
「
弱
過
た
る
大
将
之
事

付
両
上
杉
并
北
条
家
生
起
合
戦
物
語
事
」

五―

一
五　

「
伊
勢
の
新
九
郎
氏
茂
北
条
家
を
起
事

付
夢
想
の
事
」

品
第
十
二
「
利
根
過
た
る
大
将
の
事

付
北
条
家
上
杉
家
并
川
中
嶋
合
戦
物
語
の
事
」

五―

一
六　

「
上
杉
則
政
公
の
子
息
を
敵
氏
康
へ
出
す

事
付
町
人
は
た
の
も
し
げ
な
き
事
」

品
第
卅
一
「
上
杉
則
政
無
分
別
之
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

六―

二　

「
三
好
修
理
大
夫
并
松
永
弾
正
か
事
」

品
第
六
「
信
玄
公
御
時
代
諸
大
将
之
事
」

六―

三　

「
武
田
の
晴
信
公
父
信
虎
を
追
出
し
け
る
事
」

品
第
三
「
信
虎
公
を
追
出
の
事
」

品
第
四
「
晴
信
公
卅
一
歳
に
て
発
心
有
て
信
玄
と
号
す
る
事
」

品
第
十
二
「
利
根
過
た
る
大
将
の
事

付
北
条
家
上
杉
家
并
川
中
嶋
合
戦
物
語
の
事
」

六―

四　

「
信
長
智
略
を
も
つ
て
今
川
義
元
を
う
つ
事
」

品
第
六
「
信
玄
公
御
時
代
諸
大
将
之
事
」

六―

六　

「
伊
勢
の
国
司
ほ
ろ
び
し
事
」

品
第
十
七
「
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人
数
之
事
」

六―

八　

「
日
本
に
鉄
炮
の
初
ま
り
し
事
」

品
第
四
十
三
「
勘
定
奉
行
三
人
形
儀
事
并
信
虎
公
御
代
事

付
鉄
炮
之
事
」

品
第
卅
二
「
信
玄
氏
康
松
山
城
攻
事
付
竹
た
は
鉄
炮
之
事

並
輝
虎
後
詰
山
根
城
攻
落
事
」

六―
九
「
北
条
氏
康
鉄
炮
に
驚
て
よ
り
武
篇
に
成
け

る
事
」

品
第
六
「
信
玄
公
御
時
代
諸
大
将
之
事
」

品
第
卅
二
「
信
玄
氏
康
松
山
城
攻
事
付
竹
た
は
鉄
炮
之
事

並
輝
虎
後
詰
山
根
城
攻
落
事
」

品
第
廿
八
「
村
上
義
清
越
後
長
尾
景
虎
被
頼
事

并
上
田
原
同
年
信
州
海
野
だ
い
ら
合
戦
等
之
事
」

５―２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

六―
十　

「
板
垣
信
形
扇
に
か
き
た
る
歌
を
感
ず
る

事
」

品
第
廿
七
「
真
田
弾
正
武
略
之
事
付
長
野
信
濃
板
垣
信
形
等
事

并
山
本
勘
助
国
々
之
例
引
事
信
州
上
田
原
合
戦
之
事
」

☆
品
第
二
「
信
玄
公
舎
弟
典
厩
子
息
江
異
見
九
十
九
ヶ
条
之
事

付
十
五
年
已
来
子
息
を
典
厩
と
申
也
」

六―

一
一　

「
北
条
氏
政
今
川
氏
真
の
短
冊
を
信
玄
公

批
判
せ
ら
れ
し
事
」

品
第
四
十
上
「
信
玄
公
を
始
奉
り
家
老
衆
大
身
小
身
善
悪
の
儀

分
別
之
事
付
物
の
時
宜
作
法
手
本
成
事
」

六―

一
二　

「
臆
病
者
の
事

付
多
々
良
樋
五
左
衛
門
縛
首
刎
れ
し
事
」

品
第
十
四
「
強
過
た
る
大
将
之
事
」

六―

一
四　

「
脇
指
に
首
を
か
へ
て
と
り
首
帳
に
付
た

る
事
付
批
判
の
事
」

品
第
五
十
三
「
軍
法
事
」

六―

一
五　

「
北
条
左
衛
門
大
夫
黄
八
幡
の
旗
の
事
」

品
第
卅
六
「
蒲
原
城
攻
事
付
岡
部
次
郎
右
衛
門
信
玄
公
被
官
に
成
事

并
北
條
左
衛
門
大
夫
深
沢
の
城
に
き
八
幡
と
云
指
物
捨
て
に
ぐ
る
事
」

六―

一
六　

「
比
興
な
る
侍
は
死
際
わ
ろ
き
事

付
平
野
の
久
助
が
事
」

品
第
四
十
上
「
信
玄
公
を
始
奉
り
家
老
衆
大
身
小
身
善
悪
の
儀

分
別
之
事
付
物
の
時
宜
作
法
手
本
成
事
」

六―

一
七　

「
長
尾
輝
虎
入
道
謙
信
あ
ら
ぎ
の
事
」

品
第
卅
二
「
景
虎
敗
軍
并
信
玄
公
さ
げ
す
ミ
の
事
」

六―

一
八　

「
馬
場
美
濃
守
一
期
の
う
ち
軍
に
手
を
を

ハ
ざ
り
し
事
」

品
第
四
十
三
「
武
田
信
玄
公
御
家
老
軍
法
工
夫
之
衆

侍
大
将
に
八
人
足
軽
大
将
に
七
人
此
外
七
人
」

品
第
四
十
上
「
信
玄
公
を
始
奉
り
家
老
衆
大
身
小
身
善
悪
の
儀

分
別
之
事
付
物
の
時
宜
作
法
手
本
成
事
」

六―

一
九　

「
正
木
大
膳
が
事

付
小
幡
山
城
守
武
篇
の
事
」

品
第
六
「
信
玄
公
御
時
代
諸
大
将
之
事
」

品
第
十
八
「
甲
州
に
ら
ざ
き
合
戦
の
事
」

六―

二
一　

「
横
田
甚
五
郎
ほ
う
び
を
う
け
ざ
る
事
」

品
第
五
十
六
「
高
天
神
家
康
ニ
被
取
給
」

六―

二
三　

「
毛
利
元
就
先
祖
の
事

付
元
就
幼
少
の
と
き
の
事
」

品
第
六
「
信
玄
公
御
時
代
諸
大
将
之
事
」

右
か
ら
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
拠
る
と
思
わ
れ
る
話
題
は
、
巻
第
一
と
巻
第
二
で
は
品
第
二
に
関
わ

る
と
お
ぼ
し
き
箇
所
が
目
立
つ
こ
と
、
巻
第
三
と
巻
第
四
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
巻
第
五
の
後
半
か

ら
巻
第
六
に
か
け
て
は
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
古
老
軍
物
語
』
の
話
題
が
大
ま
か
に
時
代
順
に

な
っ
て
い
る
構
成
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
で
特
定
の
品
が
多
く
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る)13

(

。
以
下
に
そ
れ
を
逸
話
の
利
用
と
格
言
の
利
用
と
に
大
別
し
て
示
す
。

二―

一　

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
逸
話
の
利
用

右
か
ら
は
、『
古
老
軍
物
語
』
で
は
軍
記
物
語
的
な
内
容
を
含
む
品
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
武

田
家
以
外
に
つ
い
て
の
話
題
に
つ
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
と
み
え
る
。
ま
た
、
史
実
の
情
報
源
、

何
年
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
記
述
の
拠
り
所
と
し
て
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
利
用
し
て
い
る
様
子
も
伺

え
る
。
一
例
と
し
て
、
六―

八
「
日
本
に
鉄
炮
の
初
ま
り
し
事
」
を
示
す
。
私
に
内
容
を
五
つ
に
分

け
、
Ａ
〜
Ｅ
の
記
号
を
付
け
た
。

古
老
の
物
が
た
り
に
い
は
く

Ａ
本
朝
に
鉄
炮
の
つ
た
ハ
り
し
事
上
代
に
ハ
こ
れ
な
し

Ｂ
（
大
元
の
老
皇
帝
が
日
本
を
攻
め
た
時
に
鉄
砲
が
使
わ
れ
、
日
本
側
に
被
害
の
大
き
か
っ
た
こ

と
が
『
太
平
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
と
き
日
本
は
鉄
砲
の
存
在
を
知
っ
た
ら
し
い

こ
と
）

Ｃ
（
正
式
に
日
本
に
渡
来
し
た
の
は
永
正
七
年
に
北
条
氏
綱
に
奉
ら
れ
た
と
き
ら
し
い
こ
と
、
氏

康
時
代
に
鉄
砲
鍛
冶
に
多
く
作
ら
せ
た
こ
と
と
根
来
法
師
が
広
め
た
こ
と
）

Ｄ
ま
た
甲
州
家
に
ハ
大
永
六
年
に
西
国
の
牢
人
井
上
新
左
衛
門
と
云
も
の
信
虎
に
奉
公
い
た
し
鉄

炮
を
を
し
へ
け
る
と
な
り
い
ま
だ
慥
な
ら
ず

Ｅ
永
禄
五
年
正
月
に
武
蔵
国
松
山
の
城
に
上
杉
則
政
公
の
麁
子
友
貞
と
い
ふ
人
こ
も
り
け
る
を
北

条
氏
康
二
万
よ
騎
に
て
を
し
よ
せ
せ
め
ら
れ
し
に
甲
州
武
田
信
玄
加
勢
あ
り
し
に
米
倉
丹
後
守

と
い
ふ
も
の
竹
束
を
仕
出
し
城
中
よ
り
打
け
る
鉄
炮
を
ふ
せ
ぎ
松
山
を
の
つ
と
り
侍
り
し
と
な

り
米
倉
が
子
彦
四
郎
鉄
砲
に
て
腹
を
う
し
ろ
へ
打
ぬ
か
れ
胴
へ
血
の
お
ち
入
て
腹
は
り
け
る
を

蘆
毛
馬
の
糞
を
水
に
た
て
ゝ
の
ま
せ
し
か
バ
血
一
斗
ほ
ど
く
だ
り
て
た
す
か
り
け
る
と
な
り

右
で
は
後
半
の
Ｄ
と
Ｅ
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
の
利
用
が
二
箇
所
見
受
け
ら
れ
る
。
Ｄ
の
、
鉄
砲

が
甲
州
に
伝
来
し
た
大
永
六
年
と
い
う
年
次
と
、
持
ち
込
ん
だ
井
上
新
左
衛
門
と
い
う
人
物
に
関
す

る
情
報
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
品
第
四
十
三
を
拠
り
所
に
し
た
も
の
と
み
え
る
。

（
前
略
。
信
虎
時
代
の
話
と
、
そ
の
頃
活
躍
し
た
武
士
が
信
玄
の
代
に
大
勢
討
死
し
た
こ
と
）

殊
更
六
十
ヶ
年
己
来
は
鉄
砲
こ
れ
あ
る
を
も
つ
て
武
篇
挊
衆
一
入
討
死
お
ほ
し
鉄
炮
ハ
大
永
六

年
に
井
上
新
左
衛
門
と
い
ふ
西
国
牢
人
信
虎
公
へ
奉
公
申
此
侍
鉄
炮
持
来
訓
た
り
と
申
伝
乍
去

ま
れ
な
り
と
聞
其
後
信
玄
公
御
わ
か
き
時
は
か
ぢ
ろ
大
膳
同
又
作
と
申
牢
人
親
子
あ
り
此
侍
各

に
訓
候
近
年
は
佐
藤
一
甫
斎
と
申
牢
人
来
て
訓
ゆ
る
な
り
今
は
侍
衆
皆
鉄
炮
よ
く
上
手
に
う
た

る
ゝ
中
に
横
田
十
郎
兵
衛
日
向
藤
九
郎
両
人
ハ
鉄
炮
を
用
に
た
て
候
な
り

 

（
品
第
四
十
三
）

傍
線
を
引
い
て
示
し
た
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
と
わ
か
る
。
ま
た
、
Ｅ
の
米
倉
丹
後
守
の
子

息
彦
四
郎
が
、
松
山
城
の
合
戦
で
鉄
砲
に
撃
た
れ
た
と
き
蘆
毛
馬
の
糞
を
飲
ん
で
助
か
っ
た
、
と
い

う
話
は
、
品
第
卅
二
の
信
玄
時
代
の
話
か
ら
取
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。

一　

永
禄
五
年
壬
戌
正
月
七
日
に
相
州
小
田
原
の
北
条
氏
康
同
氏
政
御
父
子
よ
り
甲
府
へ
使
を

被
進
信
玄
公
を
頼
ミ
給
ふ
子
細
は
武
州
松
山
の
城
を
太
田
三
楽
支
配
仕
り
彼
城
に
ハ
則
政
庶

子
上
杉
友
貞
を
こ
め
己
ハ
中
武
蔵
江
戸
の
城
に
罷
有
近
辺
の
侍
大
将
を
だ
ま
し
付
氏
康
松
山

５―３



森　

『
古
老
軍
物
語
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
お
よ
び
『
北
条
五
代
記
』

の
城
を
せ
め
候
ハ
ヽ
三
楽
後
詰
い
た
す
べ
き
様
子
に
見
え
候
間
太
田
三
楽
後
詰
斗
は
不
苦
候
へ

ど
も
三
楽
越
後
の
輝
虎
を
頼
候
ハ
ヾ
い
か
ゝ
に
て
候
其
た
め
に
信
玄
公
御
馬
を
出
さ
れ
松
山
城

を
氏
康
攻
取
申
候
警
固
を
あ
そ
ば
さ
れ
給
候
ハ
ヽ
松
山
の
城
氏
康
手
に
入
候
に
付
而
は
武
蔵
国

大
方
治
其
後
は
信
玄
公
へ
む
つ
か
し
き
無
心
申
ま
じ
く
候
（
中
略
。
頼
み
に
応
じ
て
武
田
方
も

参
戦
）
松
山
の
城
を
攻
給
ふ
に
武
田
勢
の
先
衆
甘
利
左
衛
門
尉
よ
り
く
ち
か
ら
城
ち
か
く
取
よ

せ
城
の
内
よ
り
降
参
仕
子
細
ハ
甘
利
殿
同
心
か
し
ら
米
倉
丹
後
守
と
云
弓
矢
功
者
の
武
士
よ
き

工
夫
の
故
（
中
略
。
か
つ
て
か
り
や
は
ら
の
合
戦
で
米
倉
の
竹
束
の
工
夫
に
よ
り
勝
利
し
た
こ

と
、
こ
の
松
山
で
も
そ
れ
を
ま
ね
た
こ
と
、
度
々
の
武
略
に
よ
り
米
倉
は
所
領
を
下
さ
れ
て
甘

利
の
同
心
頭
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
）
件
の
竹
た
ば
に
て
松
山
の
城
よ
は
り
あ
け
て
北
条
へ

渡
し
氏
康
公
の
利
運
に
な
る
は
城
の
は
や
く
落
る
事
米
倉
が
武
略
竹
た
ば
の
故
也
（
中
略
。
竹

束
の
外
に
出
て
討
死
し
た
武
士
の
こ
と
）
此
鉄
炮
は
大
永
五
年
信
玄
公
五
歳
の
御
と
し
信
虎
公

三
十
二
歳
の
御
時
但
二
丁
初
而
甲
府
へ
来
る
又
甘
利
左
衛
門
尉
同
心
頭
米
倉
丹
後
総
領
子
彦
次

郎
鉄
炮
に
て
腹
を
後
へ
う
ち
ぬ
か
れ
胴
内
へ
血
入
て
腹
は
つ
し
て
既
死
す
る
に
蘆
毛
馬
の
糞
水

に
た
て
ゝ
の
ミ
候
へ
ば
血
を
く
だ
す
と
申
て
あ
た
へ
候
所
に
（
中
略
。
飲
む
の
を
嫌
が
る
彦
二

郎
を
甘
利
が
説
得
し
、
自
分
で
味
見
ま
で
す
る
）
そ
こ
に
て
は
彦
二
郎
飲
候
へ
ば
不
思
議
な
り

胴
の
血
一
桶
ほ
ど
く
だ
り
彦
二
郎
其
深
手
平
癒
な
り
（
後
略
。
甘
利
は
若
い
の
に
父
に
劣
ら
ぬ

と
人
々
が
讃
え
部
下
に
も
慕
わ
れ
た
こ
と
と
、
信
玄
に
一
入
大
事
に
さ
れ
た
こ
と
）

 

（
品
第
卅
二
）

こ
ち
ら
に
も
傍
線
を
引
い
て
同
じ
内
容
の
箇
所
を
示
し
た
が
、『
古
老
軍
物
語
』
で
は
、
話
題
を
元

の
記
述
か
ら
、
相
当
短
く
ま
と
め
て
い
る
と
み
え
る
。
竹
束
の
工
夫
に
つ
い
て
も
、
か
り
や
は
ら
の

城
の
合
戦
の
話
を
は
じ
め
大
き
な
省
略
が
あ
り
、
ま
た
、
後
半
の
米
倉
彦
次
郎
の
話
は
、
命
を
惜
し

ん
で
馬
の
糞
を
飲
む
な
ど
と
い
う
こ
と
は
恥
だ
か
ら
で
き
な
い
、
と
嫌
が
る
配
下
の
彦
二
郎
に
、
甘

利
左
衛
門
尉
が
説
得
し
て
、
自
分
が
味
見
し
て
ま
で
飲
ま
せ
た
の
で
助
け
る
こ
と
が
で
き
、
み
な
が

甘
利
を
ほ
め
た
た
え
た
と
い
う
美
談
で
あ
る
が
、『
古
老
軍
物
語
』
で
は
、
こ
の
甘
利
の
名
誉
に
つ

い
て
は
省
き
、
鉄
砲
で
深
手
を
負
っ
た
と
き
の
対
処
法
と
し
て
の
話
題
に
重
点
を
置
い
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
鉄
砲
と
い
う
テ
ー
マ
で
品
第
卅
二
と
品
第
四
十
三
と
い
う
離
れ

た
品
か
ら
話
を
持
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が)14

(

、『
古
老
軍
物
語
』
が
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
物

語
や
情
報
な
ど
を
、
長
大
な
『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
探
し
出
し
て
編
集
し
て
い
る
様
子
を
伺
う
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
、
こ
の
巻
第
六
の
八
話
目
の
Ｂ
の
部
分
、
鉄
砲
は
日
本
で
は
文
永
二
年
に
大
元
の
老

皇
帝
に
攻
め
ら
れ
た
と
き
に
知
っ
た
と
お
ぼ
し
い
と
い
う
話
は
、
文
中
に
も
名
前
が
示
さ
れ
る
通
り

『
太
平
記
』
に
拠
っ
た
も
の
で)15

(

、
巻
第
三
十
九
「
自
太
元
攻
日
本
事
」
に
同
様
の
話
が
み
え
、
ま
た
、

次
の
Ｃ
の
部
分
の
、
北
条
氏
綱
・
氏
康
の
代
の
鉄
砲
の
話
は
、『
北
条
五
代
記
』
の
三―

三
「
関
八

州
に
鉄
炮
は
し
ま
る
事
」
に
拠
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
様
に
複
数
の
作
品
か

ら
話
題
に
応
じ
て
物
語
を
摂
取
し
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

二―

二　

『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
の
格
言
の
利
用

『
古
老
軍
物
語
』
に
は
、
特
に
巻
第
一
と
巻
第
二
に
、
あ
ち
こ
ち
に
ち
り
ば
め
る
よ
う
に
格
言
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
品
第
二
を
利
用
し
て
い
る
と
思
し
き
箇
所
が
そ
こ
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
品

第
二
は
、
信
玄
の
弟
の
信
繁
が
自
分
の
長
子
へ
示
し
た
、
九
十
九
ヶ
条
か
ら
な
る
教
訓
を
記
す
も
の

で
、「
一
」
と
し
て
心
得
を
示
し
た
後
に
文
献
や
古
語
に
よ
る
類
似
し
た
教
訓
を
並
べ
る
形
式
と
な
っ

て
お
り
、
基
本
的
に
漢
文
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
類
似
箇
所
の
比
較
一
覧
で
は
、
品
第
二
と
共
通
す

る
格
言
の
引
か
れ
て
い
る
箇
所
に
星
印
（
☆
）
を
付
け
て
あ
る
が
、
六
箇
所
七
点
存
在
す
る
。
以
下

に
抄
出
し
て
並
べ
て
示
す
と
、

・
尚
書
に
い
は
く
徳
は
惟
善
政
す
る
也
政
は
民
を
や
し
な
ふ
に
あ
り
と
い
へ
り
呂
氏
春
秋
に
い
は

く
令
苛
則
ば
聴
ず
禁
お
ほ
き
則
ば
を
こ
な
は
れ
ず
と
い
へ
り
（
一―

三
）

一　

夫
凡
可
加
情
事
／
尚
書
云
。
徳
惟
善
政
。
政
在
養
民
（
七
十
一
ヶ
条
目
）

一　

召
使
者
。
折
檻
事
。
小
科
之
時
。
可
誡
。
及
大
科
則
。
身
体
之
破
滅
。
無
疑
事
／
太
公

曰
。
両
葉
不
去
。
将
用
斧
柯
／
付

但
以
小
科
。
節
々
。
及
折
檻
則
。
依
抗
可
退
屈
歟
／
呂
氏

春
秋
云
令
苛
則
不
聴
。
禁
多
則
不
行
（
卅
三
ヶ
条
目
）

・
礼
記
に
い
は
く
人
礼
あ
る
と
き
は
安
く
礼
な
き
と
き
ハ
危
し
と
い
へ
り
（
一―

五
）

一　

対
諸
人
少
不
可
緩
怠
事
付

於
僧
童
女
貧
者
弥
随
人
可
慇
懃
事
／
礼
記
云
。
人
有
礼
則
安
。

無
礼
則
危
（
九
ヶ
条
目
）

・
君
子
お
も
か
ら
ざ
れ
ば
威
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
あ
り
（
二―

二
）

一　

非
儀
兵
而
以
異
体
之
形
不
可
起
居
動
静
事
／
語
云
君
子
不
重
則
不
威
（
九
十
七
ヶ
条

目
）

・
行
余
力
あ
る
と
き
は
も
つ
て
文
を
ま
な
ふ
と
こ
そ
あ
れ
（
二―

五
）

一　

毎
日
出
仕
不
可
懈
怠
事
／
語
云
。
行
有
余
力
則
以
学
文
／
付

出
仕
之
時
先
在
人
並
所
其

後
奥
江

可
参
。
畢
竟
。
可
在
我
座
敷
見
合
肝
要
之
事
／
語
云
三
日
不
相
見
莫
為
旧
時
看
。
況

於
君
子
哉
（
廾
八
ヶ
条
目
）

・
朱
に
ま
じ
は
れ
ば
あ
か
く
墨
に
ち
か
づ
け
ば
く
ろ
し
馴
る
か
た
に
し
た
が
ふ
ハ
人
の
生
立
な
り

（
五―

一
六
）

一　

捴
別
。
如
何
様
。
御
懇
切
候
共
。
御
裏
向
江

節
々
。
不
可
立
入
事
／
語
云
。
近
朱
赤
。

５―４



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

近
墨
黒
（
八
十
八
ヶ
条
目
）

・
ま
づ
し
う
し
て
へ
つ
ら
は
ぬ
人
ハ
あ
れ
ど
も
冨
で
を
ご
ら
ぬ
ハ
な
し)16

(

と
聖
人
も
い
ま
し
め
給
ふ

（
六―
十
）

一　

不
可
侘
言
雑
談
事
／
右
語
云
。
貧
而
無
諂
。
冨
而
無
驕
（
十
九
ヶ
条
目
）

右
の
よ
う
に
、『
尚
書
』、『
呂
氏
春
秋
』、『
礼
記
』
と
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
、
ま
た
出
典
を
記
さ
な
い
が

『
論
語
』
と
四
箇
所
、
共
通
す
る
格
言
が
あ
る
。『
古
老
軍
物
語
』
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
か
ら
多
く
の
話

題
を
摂
取
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
以
上
の
格
言
も
い
ち
い
ち
原
典
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
品
第
二
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
『
論
語
』

の
出
典
が
明
記
さ
れ
な
い
の
は
、「
語
云
（
『
論
語
』
に
曰
く
）
」
と
い
う
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
表
現
が

理
解
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
格
言
の
引
用
の
仕
方
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』

の
利
用
に
お
い
て
の
み
と
み
え
る
。

三　

『
北
条
五
代
記
』
の
利
用

　

『
北
条
五
代
記)17

(

』
か
ら
は
、
作
品
独
自
の
北
条
時
代
の
話
題
の
ほ
か
に
、『
吾
妻
鏡
』
を
引
用
し
た

古
い
話
題
に
つ
い
て
も
参
考
に
し
て
い
る
様
子
が
伺
わ
れ
る
。『
古
老
軍
物
語
』
前
半
は
古
い
話
題

（
と
並
ん
だ
新
し
い
話
題
）、
後
半
は
新
し
い
話
題
を
利
用
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る)18

(

。
管
見
に
入
っ
た

の
は
以
下
の
表
２
の
通
り
で
あ
る
。

表
２

『
古
老
軍
物
語
』

『
北
条
五
代
記
』

一―

四
「
岡
崎
四
郎
わ
が
子
の
敵
を
た
す
け
た
る
事
」

四
・
四
「
北
条
氏
茂
百
姓
憐
愍
の
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
七
月
五
日
）

一―

五
「
武
士
の
輩
は
礼
儀
を
守
る
べ
き
事

付
梶
原
景
時
面
目
を
う
し
な
ひ
け
る
事
」

一
・
三
「
上
杉
朝
成
を
生
捕
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
七
日
）

一―

九
「
侍
ハ
馬
を
よ
く
鍛
練
し
て
の
る
べ
き
事
」

一
・
六
「
犬
也
入
道
弓
馬
に
達
者
の
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
建
久
二
年
八
月
一
日
）

一―

一
二
「
吾
妻
四
郎
助
光
青
鷺
を
射
落
す
事
」

八
・
三
「
関
東
侍
老
て
今
誉
を
あ
ら
ハ
す
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
承
元
元
年
八
月
十
七
日
・
十
二
月
三
日
）
」

一―

一
三
「
鎌
倉
の
右
大
臣
実
朝
の
卿
う
た
れ
し
事
」

八
・
二
「
北
条
氏
康
智
仁
勇
の
徳
有
事
付
実
朝
公
の
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
建
保
七
年
一
月
二
十
七
日
）

一―

一
四
「
大
将
軍
は
大
音
に
し
て
弁
舌
言
便
さ
は
や

か
な
る
べ
き
事
付
軍
陣
に
貝
太
鼓
を
も
つ
事
」

八
・
八
「
北
条
家
の
軍
に
貝
太
鼓
を
用
る
事
」

二―

六　

「
夏
野
の
狐
の
鳴
け
る
時
の
歌
の
事
」

六
・
四
「
北
条
氏
康
和
歌
の
事
」

二―

七　

「
軍
神
摩
利
与
天
の
事

付
鹿
嶋
の
明
神
を
軍
神
と
い
ふ
事
」

四
・
二
「
関
東
長
柄
刀
の
事
付
か
ぎ
鑓
の
事
」

（
『
吾
妻
鏡
』
元
暦
元
年
一
月
二
十
三
日
）
」

三―

一　
「
大
軍
の
中
を
只
一
人
か
け
は
な
る
べ
か

ら
ざ
る
事

付
入
善
小
太
郎
并
岡
本
左
衛
門
尉
同
士
討
の
事
」

三
・
四
「
源
義
明
公
滅
亡
の
事
付
首
実
検
の
事
」

三―

六　

「
母
衣
の
事
付
ち
か
ら
づ
よ
き
女
の
事
」

五
・
六
「
清
水
太
郎
左
衛
門
大
力
の
事
」

三―

一
一　

「
打
死
す
る
兵
に
忠
と
不
忠
の
あ
る
事

付
荒
尾
五
郎
が
事
并
伊
藤
備
後
守
申
さ
れ
し

事
」

二
・
六
「
岡
山
弥
五
郎
木
下
源
蔵
討
死
の
事
」

四―

六　

「
軍
陣
に
忍
び
の
者
を
詮
と
す
る
事

付
戴
淵
が
事
并
風
間
と
い
ふ
忍
び
の
事
」

九
・
四
「
関
東
の
乱
波
智
略
の
事
」

四―

九　

「
三
浦
の
道
寸
父
子
う
ち
し
に
の
事
」

九
・
一
「
三
浦
介
道
寸
父
子
滅
亡
の
事
」

五―

七　

「
軍
に
は
物
見
を
詮
と
す
べ
き
事
」

八
・
一
「
物
見
の
武
者
ほ
ま
れ
有
事
」

五―

一
四　

「
京
鎌
倉
両
公
方
の
事
付
両
上
杉
官
領
の
事
」

一
・
二
「
関
東
天
文
乱
の
事
」

二
・
三
「
両
上
杉
た
ゝ
か
ひ
の
事
」

五―

一
五　

「
伊
勢
の
新
九
郎
氏
茂
北
条
家
を
起
事

付
夢
想
の
事
」

一
・
一
「
伊
豆
早
雲
平
氏
茂
由
来
之
事
」

三
・
六
「
両
上
杉
と
平
氏
茂
戦
ひ
の
事
」

七
・
一
「
伊
勢
新
九
郎
伊
豆
相
模
を
治
る
事
」

六―

一　
「
北
条
武
田
今
川
長
尾
里
見
家
々
そ
ば
だ

ち
お
こ
り
し
事
」

九
・
三
「
関
東
侍
天
下
に
望
ミ
を
か
く
る
事
」

六―

五　

「
安
房
の
里
見
が
事
付
唐
の
朱
陳
村
の
事
」

三
・
二
「
房
州
里
見
家
の
事
」

六―

八　

「
日
本
に
鉄
炮
の
初
ま
り
し
事
」

三
・
三
「
関
八
州
に
鉄
炮
は
し
ま
る
事
」

六―

九　
「
北
条
氏
康
鉄
炮
に
驚
て
よ
り
武
篇
に
成

け
る
事
」

三
・
三
「
関
八
州
に
鉄
炮
は
し
ま
る
事
」

六―

一
三　

「
指
物
を
お
と
し
敵
の
首
に
替
て
と
り
も

ど
し
け
る
事
」

一
・
四
「
小
田
原
北
条
家
旗
馬
じ
る
し
の
事
」

六―

一
五　

「
北
条
左
衛
門
大
夫
黄
八
幡
の
旗
の
事
」

三
・
一
「
北
条
氏
康
と
上
杉
憲
政
一
戦
の
事
」

六―

一
九　

「
正
木
大
膳
か
事
付
小
幡
山
城
守
武
篇
の
事
」

八
・
六
「
異
名
を
付
侍
の
事
」

右
の
表
で
『
北
条
五
代
記
』
の
項
目
の
横
に
「
（
『
吾
妻
鏡
』
○
年
○
月
○
日
）
」
と
あ
る
の
は
、『
吾

妻
鏡
』
に
同
様
の
内
容
の
あ
る
こ
と
を
示
す)19

(

。
作
品
の
前
半
部
に
話
題
の
多
い
こ
と
か
ら
、『
古
老

軍
物
語
』
は
『
吾
妻
鏡
』
も
利
用
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
か
ら
話
題
を
取
り
入
れ

る
に
あ
た
っ
て
、『
北
条
五
代
記
』
を
用
い
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
、
一―

九
、二―

七
な
ど
に

話
題
の
並
べ
方
の
類
似
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
以
下
に
一
例
と
し
て
一―

九
「
侍
ハ

馬
を
よ
く
鍛
練
し
て
の
る
べ
き
事
」
を
私
に
Ａ
〜
Ｄ
の
四
つ
に
分
け
て
示
す
。

古
老
の
物
語
に
い
は
く

５―５



森　

『
古
老
軍
物
語
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
お
よ
び
『
北
条
五
代
記
』

Ａ
そ
の
か
み
頼
朝
卿
の
御
前
に
諸
大
名
し
こ
う
の
折
か
ら
を
の
〳
〵
む
か
し
の
事
を
か
た
ら

る
ゝ
中
に
土
肥
の
次
郎
実
平
保
元
の
合
戦
の
事
を
申
い
だ
し
て
を
よ
そ
つ
は
も
の
ゝ
わ
が
力
量

よ
り
も
し
ゞ
め
て
も
ち
ゆ
べ
き
物
ハ
弓
矢
の
寸
尺
馬
の
ま
な
び
な
り
鎮
西
八
郎
殿
ハ
我
朝
無
双

の
弓
矢
の
達
者
な
り
然
れ
ど
も
弓
矢
の
寸
法
を
あ
ん
ず
る
に
そ
の
力
量
に
過
た
り
と
お
ぼ
え
た

り
そ
の
ゆ
へ
ハ
大
炊
の
み
か
ど
の
川
原
に
し
て
太
庭
の
平
太
景
能
と
名
の
り
て
ま
つ
さ
き
に
か

け
出
た
り
（
中
略
。
八
郎
が
景
能
を
狙
う
）
八
郎
殿
騎
馬
の
時
弓
い
さ
ゝ
か
こ
ゝ
ろ
に
ま
か
せ

ざ
る
に
や
景
よ
し
ハ
東
国
に
か
く
れ
な
き
馬
の
上
手
な
り
、
八
郎
殿
の
妻
手
に
は
せ
め
ぐ
り
弓

の
下
を
こ
ゆ
る
に
及
び
て
八
郎
殿
の
は
な
ち
た
ま
ふ
矢
す
な
は
ち
目
あ
て
た
が
ひ
て
か
げ
よ
し

が
首
の
ほ
ね
に
あ
た
る
べ
き
が
大
に
さ
が
り
て
膝
に
あ
た
り
命
助
か
り
ぬ
（
中
略
。
次
郎
の
話

に
一
座
が
感
心
）

Ｂ
（
義
仲
追
討
の
時
）
佐
々
木
梶
原
が
生
唼
磨
墨
と
い
ふ
強
馬
に
の
り
て
宇
治
川
の
先
陣
し
て

大
河
を
一
文
字
に
わ
た
し
け
る
は
ゆ
ゝ
し
か
り
し
た
め
し
な
れ
ど
も
強
馬
ハ
大
河
を
渡
す
一
徳

あ
り
て
其
外
に
ハ
損
お
ほ
し

Ｃ
（
真
田
の
与
一
が
強
馬
が
き
っ
か
け
で
討
た
れ
た
こ
と
）

Ｄ
（
馬
の
か
け
出
る
こ
と
で
犬
死
を
す
る
例
の
多
い
こ
と
）
さ
れ
ば
こ
そ
往
昔
ハ
関
東
の
わ
か

き
人
々
ハ
ひ
ろ
き
野
ば
ら
へ
あ
ま
た
群
出
て
敵
味
方
と
人
数
を
わ
け
て
旗
を
さ
し
弓
鑓
長
刀
そ

れ
〳
〵
得
手
の
道
具
を
も
ち
て
馬
に
の
り
時
の
こ
ゑ
を
あ
げ
矢
さ
け
び
の
音
を
た
て
ゝ
を
め
き

さ
は
ぎ
か
け
め
ぐ
る
に
是
に
い
さ
み
て
す
ゝ
む
馬
あ
り
を
く
れ
て
し
り
ご
み
し
お
ど
ろ
き
て
横

へ
き
れ
な
ん
ど
す
る
馬
も
あ
り
山
に
の
り
あ
げ
岩
の
か
け
路
を
つ
た
ひ
畔
の
ほ
そ
道
川
の
流
れ

爰
か
し
こ
に
の
り
ゆ
き
て
か
け
引
自
由
に
鍛
練
せ
し
故
に
馬
に
得
さ
る
兵
は
一
人
も
な
か
り
し

と
也
下
地
を
達
者
に
の
り
な
ら
ひ
て
手
綱
の
事
を
ば
稽
古
す
へ
し
馬
の
口
を
と
ら
す
る
は
不
覚

の
い
た
り
な
り
戦
場
に
む
か
つ
て
ハ
物
の
用
に
た
つ
べ
か
ら
ず
と
い
へ
り

次
に
『
北
条
五
代
記
』
一―

六
の
「
犬
也
入
道
弓
馬
に
達
者
の
事
」
を
挙
げ
る
。

（
前
略
。
北
条
家
が
滅
亡
し
て
関
東
侍
の
身
の
置
き
場
の
な
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
内
の
朝
倉

能
登
守
犬
也
入
道
と
い
う
か
つ
て
活
躍
し
た
武
士
を
結
城
秀
康
が
召
し
出
し
た
こ
と
、
犬
也

の
、
関
東
侍
は
あ
な
が
ち
強
い
馬
を
好
ま
な
い
と
い
う
語
り
）
む
か
し
頼
朝
公
御
前
に
諸
老
候

す
る
砌
仰
に
よ
つ
て
各
往
事
を
語
る
所
に
大
庭
平
太
景
能
保
元
の
合
戦
の
事
を
語
る
其
間
に
申

て
い
は
く
勇
士
の
し
ゞ
め
用
べ
き
物
ハ
弓
矢
の
寸
尺
騎
馬
の
学
び
な
り
鎮
西
八
郎
ハ
我
朝
無
双

の
弓
矢
の
達
者
た
り
然
と
も
弓
箭
の
寸
法
を
案
ず
る
に
其
涯
分
に
過
た
る
か
其
故
ハ
大
炊
御
門

の
河
原
に
を
い
て
景
能
八
郎
が
弓
手
に
あ
ふ
（
中
略
。
八
郎
が
景
能
を
狙
う
）
騎
馬
の
時
弓
い

さ
ゝ
か
心
に
ま
か
せ
さ
る
か
景
能
ハ
東
国
に
を
い
て
よ
く
馬
に
な
る
ゝ
也
て
い
れ
バ
則
八
郎
が

妻
手
に
は
せ
め
ぐ
る
の
時
こ
と
相
ち
が
ふ
弓
の
下
を
こ
ゆ
る
に
を
よ
ん
で
身
に
あ
た
る
べ
き
の

矢
ひ
ざ
に
あ
た
り
を
ハ
ん
ぬ
（
中
略
。
犬
也
の
話
に
皆
が
感
心
）
さ
れ
ば
治
承
の
比
ほ
ひ
足
利

又
太
郎
忠
綱
宇
治
川
を
わ
た
す
時
（
の
下
知
の
話
）
扨
又
佐
々
木
梶
原
生
食
摺
墨
と
や
ら
ん
い

ふ
強
馬
に
の
り
宇
治
川
の
先
陣
仕
た
る
も
ゆ
ゝ
し
か
る
べ
し
然
共
大
河
を
わ
た
す
ハ
ま
れ
事
一

得
を
お
も
ひ
て
多
失
を
忘
る
ゝ
は
を
ろ
か
に
候
（
中
略
。
昔
の
人
の
馬
の
鍛
練
の
話
）
む
か
し

関
東
に
て
戦
場
を
も
い
ま
だ
踏
ざ
る
若
き
者
ハ
広
き
野
原
へ
あ
ま
た
と
も
な
ひ
出
て
敵
味
方
と

人
数
を
わ
か
ち
旗
を
さ
し
弓
鑓
長
刀
を
の
れ
〳
〵
が
え
て
の
道
具
を
持
て
馬
に
乗
馬
の
こ
ゝ
ろ

見
ん
た
め
鉄
炮
を
な
ら
し
矢
さ
け
び
の
声
を
あ
げ
て
を
め
き
さ
ハ
ぐ
時
に
い
さ
ん
で
す
ゝ
む
馬

あ
り
を
く
れ
て
し
さ
り
お
ど
ろ
き
て
よ
こ
へ
き
る
ゝ
馬
あ
り
山
へ
乗
上
岨
の
か
け
道
を
乗
堀
を

と
ば
せ
自
由
を
は
た
ら
く
様
に
と
鍛
練
い
た
し
先
陣
に
ぬ
き
ん
で
懸
引
達
者
を
ふ
る
ま
ひ
勝
利

え
ん
事
を
専
と
嗜
候
早
雲
教
の
二
十
一
ヶ
条
の
内
に
馬
ハ
下
地
を
達
者
に
乗
な
ら
ひ
て
用
の
手

綱
を
バ
稽
古
せ
よ
と
注
せ
り
侍
た
る
者
馬
の
口
と
ら
す
る
ハ
一
代
の
不
覚
仮
初
の
馬
上
に
も
名

利
を
忘
れ
乗
方
を
心
が
け
大
将
た
り
と
い
ふ
共
馬
の
口
と
ら
す
る
を
バ
馬
下
手
故
か
弓
馬
の
心

が
け
な
き
人
か
と
指
を
さ
し
候
（
後
略
。
国
府
台
の
合
戦
の
話
、
ま
た
秀
康
の
求
め
に
応
じ
て

犬
也
が
馬
術
を
披
露
し
た
こ
と
）

右
を
み
る
と
、
Ａ
の
景
能
の
馬
術
で
命
拾
い
し
た
話
（
『
吾
妻
鏡
』
に
み
え
る
話
）、
Ｂ
の
宇
治
川

を
渡
る
話
と
強
馬
に
益
の
少
な
い
こ
と
、
Ｄ
の
昔
の
関
東
の
馬
術
の
鍛
練
の
話
（
『
北
条
五
代
記
』

独
自
の
話
）
は
、『
北
条
五
代
記
』
一―

六
の
犬
也
の
語
る
話
と
同
じ
順
番
で
現
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。

こ
こ
で
は
『
吾
妻
鏡
』
の
話
を
採
る
の
に
、
明
ら
か
に
『
北
条
五
代
記
』
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
で
は
複
数
の
作
品
か
ら
話
題
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
元
々
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も
と
に
多
く
の

逸
話
の
語
ら
れ
て
い
る
話
か
ら
編
集
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
武
辺
咄
集
の
『
古
老
軍
物
語
』
が
、
近
い
時
代
に
成
立
し
た
『
甲
陽
軍
鑑
』
と
『
北
条
五

代
記
』
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る
か
を
論
じ
た
。『
甲
陽
軍
鑑
』
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
長

大
な
作
品
の
中
か
ら
独
立
し
た
物
語
と
し
て
読
め
る
部
分
・
情
報
と
し
て
使
え
る
部
分
を
拾
い
出

し
て
集
め
、
目
に
見
や
す
い
逸
話
の
形
に
集
約
し
て
い
る
様
子
が
み
え
た
。
ま
た
、『
北
条
五
代
記
』

の
利
用
か
ら
は
、
複
数
の
逸
話
か
ら
な
る
既
存
の
話
を
編
集
し
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
や
、
孫
引

き
の
よ
う
に
し
て
『
吾
妻
鏡
』
の
説
話
を
も
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
た
。
近
世
初
期
の
軍
書
の

出
板
ブ
ー
ム
の
さ
な
か
、
板
本
で
流
布
し
て
い
た
新
旧
の
主
要
な
作
品
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
考

５―６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

え
ら
れ
る
『
古
老
軍
物
語
』
に
は
、
当
時
ど
の
よ
う
な
話
題
に
興
味
が
持
た
れ
て
い
た
か
を
探
る
上

で
も
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
も
他
の
先
行
作
品
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
、
成
立
過

程
や
全
体
像
を
探
り
た
い
。

註

（
１
）　

以
上
の
目
録
は
、
順
に
『
和
漢
書
籍
目
録
』、『
増
補
書
籍
目
録
』、『
広
益
書
籍
目
録
』
に
よ
る
。
い
ず
れ
も
『
江

戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
所
収
。

な
お
、「
軍
書
」
以
外
の
項
目
で
も
、
た
と
え
ば
「
物
語
類
」
の
項
目
に
、「
武
田
軍
記
」・「
佐
々
木
軍
記
」（
共

に
貞
享
二
年
刊
『
改
正
広
益
書
籍
目
録
』
か
ら
名
が
み
え
る
）
と
い
っ
た
名
前
の
も
の
が
含
ま
れ
て
く
る
よ
う

に
な
る
。

（
２
）　

拙
稿
「
『
鎌
倉
管
領
九
代
記
』
の
研
究―

寛
文
十
二
年
板
諸
本
を
め
ぐ
っ
て―

」（
「
国
文
」
第
百
三
号
・
平
成

十
七
年
七
月
）、「
『
鎌
倉
管
領
九
代
記
』
の
玉
縄―

寛
文
十
二
年
板
の
奥
書
を
め
ぐ
っ
て―

」（
同
第
百
八
号
・
平

成
十
九
年
十
二
月
）。

（
３
）　

「
「
武
辺
咄
」
の
成
立
と
展
開
」（
水
田
潤
氏
編
『
近
世
文
芸
史
論
』
平
成
元
年
十
月
・
桜
楓
社
）
に
よ
る
。
ま
た
、

氏
は
「
近
世
初
期
文
芸
」
十
四
・
十
五
・
十
七
号
（
平
成
九
〜
十
二
）
の
一
連
の
発
表
で
、
こ
の
作
品
の
改
題
本

を
紹
介
し
て
い
る
。

（
４
）　

朝
倉
治
彦
氏
編
『
仮
名
草
子
集
成
』
第
三
十
巻
（
平
成
十
三
年
七
月
・
東
京
堂
出
版
）
の
解
題
に
よ
る
。

（
５
）　

二―

四
、三―

六
、三―

十
、五―

五
が
女
の
話
題
を
比
較
的
中
心
に
扱
っ
て
い
る
。
他
に
も
武
士
の
母
や
妻
な

ど
、
女
の
登
場
す
る
話
を
散
見
す
る
。

（
６
）　

先
行
す
る
武
辺
咄
集
の
『
武
者
物
語
』
に
も
出
家
や
町
人
を
頼
る
な
と
い
う
戒
め
が
み
ら
れ
る
（
中
巻
）。

な
お
、『
武
者
物
語
』
が
収
め
る
の
は
戦
国
時
代
の
話
題
が
大
半
で
、
簡
潔
に
記
さ
れ
た
説
話
と
軍
歌
か
ら
成

る
。『
古
老
軍
物
語
』
と
は
下
巻
の
「
佃
が
軍
歌
」
に
載
る
信
玄
の
歌
が
一
首
共
通
す
る
（
五―

七
）。
他
に
少
々

似
た
説
話
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
両
者
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
拠
っ
た
た
め
と
み
え
る
。

（
７
）　

大
澤
学
氏
「
『
北
条
五
代
記
』
寛
永
版
の
訂
正
」（
『
江
戸
文
学
研
究
』（
平
成
五
年
一
月
・
新
典
社
）
）。

（
８
）　

『
戦
国
軍
記
事
典
群
雄
割
拠
篇
』（
平
成
九
年
二
月
・
明
治
書
院
）
に
大
津
雄
一
氏
の
指
摘
あ
り
。
ま
た
前
出
（
３
）

の
拙
稿
で
も
触
れ
た
。

（
９
）　

深
沢
秋
男
氏
「
『
可
笑
記
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』―

序
説―

」（
『
江
戸
文
学
と
出
版
メ
デ
ィ
ア　

近
世
前
期
小
説

を
中
心
に
』（
平
成
十
三
年
十
月
・
笠
間
書
院
）
）、
江
本
裕
氏
「
了
意
怪
異
談
の
素
材
と
方
法
」（
近
世
文
学
研
究

叢
書
12
『
近
世
前
期
小
説
の
研
究
』（
平
成
十
二
年
六
月
・
若
草
書
房
）
）
等
。

（
10
）　

酒
井
憲
二
氏
編
『
甲
陽
軍
鑑
大
成
研
究
篇
』（
平
成
七
年
一
月
・
汲
古
書
院
）
参
照
。

（
11
）　

解
説
は
笹
川
祥
生
氏
に
よ
る
。

（
12
）　

以
下
の
表
記
は
、『
古
老
軍
物
語
』
は
万
治
四
年
板
の
内
閣
文
庫
本
（
六
冊
、
特
九―

三
）、『
甲
陽
軍
鑑
』
は

明
暦
二
年
板
『
新
板
甲
陽
軍
鑑
』
の
内
閣
文
庫
本
（
二
十
三
冊
、
一
七
〇―

〇
二
二
五
）
に
よ
る
。
ま
た
『
甲

陽
軍
鑑
』
は
品
に
よ
る
分
類
で
示
し
、
句
読
点
に
相
当
す
る
「
。」
を
は
じ
め
と
す
る
記
号
や
振
り
仮
名
の
類
は

省
略
し
た
。
な
お
六―

二
・
四
・
六
・
十
四
の
人
名
等
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
な
い
固
有
名
詞
や
情
報
を
含
む
箇
所

が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
（
例
え
ば
十
四
で
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
で
「
又
或
時
あ
る
武
士
」
と
示
す
話
が
、「
信
州

海
尻
合
戦
の
と
き
」
の
「
野
瀬
の
五
兵
衛
の
尉
」
の
話
と
記
さ
れ
る
）、
こ
れ
が
注
釈
書
の
類
に
拠
る
も
の
か
ま
っ

た
く
異
な
る
作
品
に
拠
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
13
）　

品
ご
と
の
話
題
の
利
用
の
数
は
、
第
二
７
、
第
三
１
、
第
四
１
、
第
六
５
、
第
十
二
２
、
第
十
三
１
、
第

十
四
１
、
第
十
五
１
、
第
十
七
１
、
第
十
八
１
、
第
廿
七
２
、
第
廿
八
１
、
第
卅
一
１
、
第
卅
二
３
、
第
卅

六
１
、
第
四
十
上
３
、
第
四
十
三
２
、
第
五
十
三
１
、
第
五
十
六
１
で
あ
る
（
な
お
こ
の
他
に
も
年
次
と
出
来

事
の
情
報
源
に
利
用
し
て
い
る
と
み
え
る
箇
所
が
細
か
く
多
数
存
在
す
る
）。

最
も
利
用
の
多
い
品
第
六
は
、
人
物
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
逸
話
を
集
め
た
も
の
。

（
14
）　

鉄
砲
の
甲
府
へ
の
伝
来
を
品
第
四
十
三
は
大
永
六
年
、
品
第
卅
二
は
大
永
五
年
と
し
、
例
に
挙
げ
た
六―

八

は
前
者
の
情
報
を
採
用
し
て
い
る
が
、
続
く
六―

九
「
北
条
氏
康
鉄
炮
に
驚
て
よ
り
武
篇
に
成
け
る
事
」
は
後

者
の
年
次
に
拠
っ
て
い
る
。

（
15
）　

『
古
老
軍
物
語
』
は
逸
話
の
出
典
の
作
品
名
を
ほ
と
ん
ど
示
さ
な
い
の
で
こ
れ
は
異
例
の
記
載
。
な
お
、
作
中

に
『
太
平
記
』
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
箇
所
は
多
く
、
中
国
の
話
題
の
い
く
つ
か
も
そ
こ
か
ら
引
用
し
た
も
の
と

推
定
で
き
る
。

（
16
）　

こ
の
格
言
は
『
論
語
』
と
微
妙
に
異
な
る
が
、（
十
九
ヶ
条
目
に
載
る
）『
論
語
』
の
格
言
を
誤
っ
て
解
釈
し
た

も
の
か
、
他
に
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
が
あ
っ
た
も
の
か
不
明
。

（
17
）　

以
下
の
表
記
は
寛
永
十
八
年
板
の
臼
杵
市
立
臼
杵
図
書
館
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）

に
拠
っ
た
。
万
治
四
年
板
と
五―

七
、五―

一
五
は
若
干
挿
絵
の
構
図
が
似
る
が
、
六―

一
九
の
三
人
の
大
膳
の

歌
が
載
る
「
異
名
を
付
侍
の
事
」
が
寛
永
板
の
み
の
記
事
の
た
め
。
た
だ
し
『
古
老
軍
物
語
』
が
両
方
の
板
を

参
照
し
て
い
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。

（
18
）　

な
お
、
五―

一
五
、六―

一
五
な
ど
、
後
半
部
分
で
『
甲
陽
軍
鑑
』
と
『
北
条
五
代
記
』
に
類
話
が
あ
る
場
合
、

そ
の
両
方
を
参
考
に
書
か
れ
た
と
み
え
る
部
分
も
あ
る
。

（
19
）　

『
北
条
五
代
記
』
の
『
吾
妻
鏡
』
利
用
に
は
先
行
研
究
が
あ
る
。
中
西
春
峰
氏
「
北
條
五
代
記
の
一
考
察―

特

に
吾
妻
鏡
と
の
関
係
に
就
て―

」（
「
古
典
研
究
」
五―

一
四
・
昭
和
十
五
年
十
二
月
）、
大
澤
学
氏
「
三
浦
浄
心

の
著
作
と
『
吾
妻
鏡
』
」（
「
国
文
学
研
究
」
九
六
・
昭
和
六
三
年
十
月
）
参
照
。

５―７



森　

『
古
老
軍
物
語
』
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
お
よ
び
『
北
条
五
代
記
』

A study of “Koro-Ikusa-Monogatari”：

The use of tales from “Koyo-Gunkan” and “Hojo-Godaiki”

MORI Akiko

abstract

At the beginning of Edo era, many books were published on wars, warriors, and histories and  
“Koro-Ikusa-Monogatari” is among them. The book comes under “Buhenbanashi-shu”, or the collection 

of tales of warriors. This book consists of ninety-four short lesson stories and most of these stories 

have more than one tales.  Many of these tales are similar to those ones appeared in the books 

published earlier than “Koro-Ikusa-Monogatari”. 

This paper tries to show the relationships between “Koro-Ikusa-Monogatari” and two of the other 

works, “Koyo-Gunkan”, the book on the eminent warrior family Takeda of Kai, and “Hojo-Godaiki”, 

on another renowned warrior family Hojo of Odawara. The later book “Hojo-Godaiki” has the same 

tales that appear in the book of “Azuma-Kagami”, the distinguished old history book.

Keywords：“ Koro-Ikusa-Monogatari ”, “ Koyo-Gunkan”, “ Hojo-Godaiki ”, “ Azuma-Kagami ”, tales of 

many warriors
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